
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 人工皮革からなるゴ
ルフ用手袋において、手の甲側を覆う手甲部と、掌側を覆う掌部とを

同質の素材で構成 、手甲部の少なく
とも一部を掌部よりも伸び率の高い伸長部としたことを特徴とするゴルフ用手袋。
【請求項２】
　請求項１記載のゴルフ用手袋において、上記手甲部の少なくとも一部を掌部よりも薄く
してこれを伸長部としたことを特徴とするゴルフ用手袋。
【請求項３】
　請求項１または２記載のゴルフ用手袋において、上記伸長部を構成する素材を指先に沿
う方向と直交する方向に原寸の２０％だけ伸ばすのに必要な強力Ｆａ（ kgf/25mm）と、上
記掌部を構成する素材を指先に沿う方向と直交する方向に原寸の２０％だけ伸ばすのに必
要な強力Ｆｂ（ kgf/25mm）との関係が次の条件式を全て満たすように構成したことを特徴
とするゴルフ用手袋。
【数１】
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と掌部とを、上記人工皮革を構成する繊維の種類及び上記弾性重合体の種類が互いに等し
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【請求項４】
　ゴルフ用手袋の製造方法であって、掌部と手甲部を構成するための繊維質基体を形成す
る形成工程と、上記掌部を構成する繊維質基体と手甲部を構成する繊維質基体の少なくと
も一面を研磨するバッフィング工程と、このバッフィング工程で上記手甲部を構成する繊
維質基体の少なくとも一部の研磨量を掌部を構成する繊維質基体の研磨量より多く設定し
て上記伸長部を形成する伸長部形成工程と、上記繊維質基体に仕上げ処理を行ない人工皮
革とする仕上げ工程と、上記掌部と手甲部をそれぞれ縫い合わせる縫合工程を含んでいる
ことを特徴とするゴルフ用手袋の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、ゴルフ用手袋に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　一般に、ゴルフ用手袋の素材には人工皮革が多用されており、この人工皮革の縫製によ
って手袋が形成されている。
【０００３】
　その型紙の一例を図５に示す。図示の手甲部Ａ及び掌部Ｂは、手の小指、薬指、中指、
及び人指し指をそれぞれ覆うための小指部１、薬指部２、中指部３、及び人差し指部４を
有し、人差し指部４側（図では中央側）で手甲部Ａと掌部Ｂとが一体につながっている。
そして、各指部１，２，３，４同士を縫い合わせる（場合によっては接ぎ（ハギ）を介在
させる）ことにより、手袋が形成されるようになっている。また、掌部Ｂの適所には、親
指を通すための貫通穴５が設けられ、この貫通穴５の周縁に、親指を覆うための図略の親
指部が縫い付けられるようになっている。
【０００４】
　なお、図に示す破線Ｌは手甲部Ａと掌部Ｂとの境界線であり、上記貫通穴５よりも手甲
部Ａよりの位置を通過している。
【０００５】
　ところで、このゴルフ用手袋は、スイング時、特に掌部Ｂに大きな荷重を受けるため、
これに耐え得るように材質や厚みを設定する必要がある。しかし、このように強度面を優
先して材質や厚みを選定すると、柔軟性が低くなり、素材があまり伸びなくなるため、グ
リップの際に特に手の甲に強い拘束感が生じ、好適なフィット感が得ることは難しくなる
。逆に、柔軟性を重視して手袋全体を柔らかい材料で形成すると、耐久性が低下し、また
、手袋全体が型くずれし易くなる不都合が生じる。
【０００６】
　そこで近年は、手甲部において特に伸びが必要とされる箇所にのみ伸縮布地を配し、局
所的に柔軟性を高めるようにしたものが開発されるに至っている（例えば実公平１－３１
２５２号公報）。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
　上記のように手袋の手甲部を他の部分とは異なる素材（すなわち人工皮革以外の素材；
例えばナイロン）で構成すると、当該手甲部と掌部とで外観や触感が全く異なってしまう
ので、一体感に乏しく、使用者に著しい違和感を与える不都合が生じる。
【０００８】
　本発明は、このような事情に鑑み、使用者に違和感を与えることなく、十分な耐久性及
び保形性を確保しながら良好なフィット感を得ることができるゴルフ用手袋

を提供することを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するための手段として、本発明は、
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繊維からなる基材に弾性重合体を含



人工皮革からなるゴルフ用手袋において、手の甲側を覆う
手甲部と、掌側を覆う掌部とを

同質の素材で構成 、手甲部の少なくとも一部を掌部よりも伸び率の高い伸
長部としたものである。
【００１０】
　ここで「人工皮革」とは、繊維からなる基材にポリウレタン等の弾性重合体を含浸させ
た皮革をいい、「同質の素材」とは、上記人工皮革を構成する繊維の種類及び上記弾性重
合体の種類が互いに等しく、かつ、繊維径が実質上等しいもの（すなわち触感が同等とな
る程度まで繊維径が近似しているもの）を意味する。また「伸び率」とは、所定の引張荷
重を加えた時の原寸法に対する伸び後の寸法の比率であって、伸びやすさを示す相対的な
値であり、「伸び率が高い」とは、換言すれば、所定量の伸びを発生させるために必要な
強力（単位巾当りの引張力）が低いことを意味する。
【００１１】
　上記の構成によれば、掌部については、これを構成する人工皮革の性状を適当に設定す
ることにより、使用に耐え得る十分な強度を確保しながら、手甲部の少なくとも一部は、
その伸び率が掌側の部分よりも高い（すなわち伸びやすい）伸長部とすることにより、グ
リップの際の拘束感を減らし、握りやすい手袋とすることができる。しかも、手袋全体は
同質素材の人工皮革で構成されているので、手表面に与える触感は場所にかかわらず一定
であり、当該触感の違いによる違和感は生じない。
【００１２】
　ここで、同質素材を用いながら上記伸長部の伸び率を掌部の伸び率よりも高くするには
、例えば上記伸長部を掌部よりも薄くすればよい。その他、次のような手段によっても、
同質素材でありながら柔軟特性を変えることができる。
【００１３】
　 　染色後の揉みほぐし処理の度合いに差をもたせ、伸長部に用いる素材を掌部に用
いる素材よりも柔軟にする。
【００１４】
　 　伸長部のみ、柔軟剤を添加した人工皮革で構成し、もしくは、伸長部における柔
軟性の添加量を掌部における柔軟剤の添加量よりも多くする。
【００１５】
　上記伸長部及び掌部の実際の伸び率は、適宜設定すればよいが、グリップの際には指先
に沿う方向と直交する方向（すなわち幅方向）の伸び率が特に重要となる。具体的には、
上記伸長部を構成する素材を指先に沿う方向と直交する方向に原寸の２０％だけ伸ばすの
に必要な強力をＦａ（ kgf/25mm）、上記掌部を構成する素材を指先に沿う方向と直交する
方向に原寸の２０％だけ伸ばすのに必要な強力Ｆｂ（ kgf/25mm）とすると、手甲側に十分
な伸長性を与えて良好なフィット感を得るには、Ｆａ≦０．５とするのが好ましく、これ
よりもＦｂを大きく設定することにより、掌側の耐久性を高め、また型くずれを防ぐこと
ができる。ただし、このＦｂが大きすぎると、手袋の風合いが過度にかたくなるので、Ｆ
ｂ≦１．０とするのがより好ましい。
【００１６】
　また、別の態様として本発明は、ゴルフ用手袋の製造方法であって、掌部と手甲部を構
成するための繊維質基体を形成する形成工程と、上記掌部を構成する繊維質基体と手甲部
を構成する繊維質基体の少なくとも一面を研磨するバッフィング工程と、このバッフィン
グ工程で上記手甲部を構成する繊維質基体の少なくとも一部の研磨量を掌部を構成する繊
維質基体の研磨量より多く設定して上記伸長部を形成する伸長部形成工程と、上記繊維質
基体に仕上げ処理を行ない人工皮革とする仕上げ工程と、上記掌部と手甲部をそれぞれ縫
い合わせる縫合工程を含んでいることを特徴とするゴルフ用手袋の製造方法である。
【００１７】
【発明の実施の形態】
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浸させることにより形成された
有し、これら手甲部と掌部とを、上記人工皮革を構成する

繊維の種類及び上記弾性重合体の種類が互いに等しく、かつ、繊維径が実質上互いに等し
い するとともに
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　本発明の好ましい実施の形態を図１～図４を参照しながら説明する。
【００１８】
　図１に示すゴルフ用手袋は、図２に示す手甲部１０及び掌部２０と、図３に示す親指部
３０と、図４（ａ）に示す接ぎ（ハギ）４１，４２Ａと、同図（ｂ）に示す接ぎ４２Ｂ，
４３Ａと、同図（ｃ）に示す接ぎ４３Ｂ，４４とが縫い合わされることにより、形成され
ている。
【００１９】
　なお、本発明において手甲部１０と掌部２０とを別部材とする目的は特に問わず、両部
１０，２０が別素材であってもよいし、同一素材であってもよい。
【００２０】
　手甲部１０は、手全体を甲側から覆う形状を有しており、手の甲に対応する本体部から
、人差し指を手甲側より覆うための人差し指部１１Ａと、中指を手甲側より覆うための中
指部１２と、薬指を手甲側より覆うための薬指部１３と、小指を手甲側より覆うための小
指部１４とが各指先に沿って延びている。そして、この小指部１４の外側（図２では左側
）が手甲部１０の外側縁部となっている。
【００２１】
　この手甲部１０には、人指し指を手甲側より覆う人差し指部１１Ａに加え、人指し指を
掌側より覆う人差し指部１１Ｂも含まれている。そして、この人差し指部１１Ｂのつけ根
部分から、掌部２０との境界である先端側縁部１６が延びており、その途中、親指部３０
が縫い付けられる親指用切欠１５を経て、後端側縁部１７に至っている。すなわち、この
手後部１０の内側縁部（図では右側縁部）は、先端側縁部１６と後端側縁部１７との間に
親指用切欠１５が介在した状態となっており、この内側縁部の先端位置は掌側の人差し指
と中指との間の位置に設定されている。
【００２２】
　一方、掌部２０は、掌に相当する本体部から、中指を掌側より覆うための中指部２２と
、薬指を掌側より覆うための薬指部２３と、小指を掌側より覆うための小指部２４とが各
指先に沿って延びる形状を有し、小指部２４の外側（図２では右側）が掌部２０の外側縁
部となっている。この掌部２０の内側縁部は、上記中指部２２のつけ根部分より始まる先
端側縁部２６と、前記手甲部１０の親指用切欠１５と対向する親指用切欠２５と、後端側
縁部２７とからなっている。すなわち、この掌部２０の内側縁部も、先端側縁部２６と後
端側縁部２７との間に親指用切欠２５が介在した状態となっている。
【００２３】
　図３に示すように、親指部３０は、その左右縁部３１，３２同士が縫合されることによ
り、親指全体を覆う袋状に形成される形状をなし、そのつけ根側周縁部３３が上記親指用
切欠１５，２５に縫い付け可能な形状となっている。
【００２４】
　図４（ａ）に示す接ぎ４１は、上記人差し指部１１Ａの中指側縁部と人差し指部１１Ｂ
の中指側縁部との間に介在可能な形状を有し、接ぎ４２Ａは、上記中指部１２の人差し指
部側縁部と上記中指部２２の人差し指部側縁部との間に介在可能な形状を有している。同
図（ｂ）に示す接ぎ４２Ｂは、上記中指部１２の薬指側縁部と上記中指部２２の薬指側縁
部との間に介在可能な形状を有し、接ぎ４３Ａは、薬指部１３の中指側縁部と薬指部２３
の中指側縁部との間に介在可能な形状を有している。また、同図（ｃ）に示す接ぎ４３Ｂ
は、上記薬指部１３の小指側縁部と薬指部２３の小指側縁部との間に介在可能な形状を有
し、接ぎ４４Ａは、上記小指部１４の薬指側縁部と小指部２４の薬指側縁部との間に介在
可能な形状を有している。
【００２５】
　そして、この手袋は、例えば次の要領で製造される。
【００２６】
　 　手甲部１０の外側縁部（図２では左側縁部）と掌部２０の外側縁部（同図右側縁
部）とを縫い合わせるとともに、手甲部１０の先端側縁部１６及び後端側縁部１７と掌部
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２０の先端側縁部２６及び後端側縁部２７とをそれぞれ縫い合わせる。
【００２７】
　 　親指部３０の左右縁部３１，３２同士を縫い合わせて袋状にし、そのつけ根側周
縁部３３を上記親指用切欠１５，２５の周縁部に縫い付ける。
【００２８】
　 　手甲部１０の人差し指部１１Ａ，１１Ｂに接ぎ４１を縫い付けるとともに、手
甲部１０の各指部１２，１３，１４と掌部２２，２３，２４とに接ぎ４２Ａ，４２Ｂ，４
３Ａ，４３Ｂ，４４を縫い付ける。
【００２９】
　さらに、この手袋の特徴として、手甲部１０及び掌部２０をはじめとする上記各部が全
て同質の人工皮革で構成されており、しかも、手甲部１０のみ他の部分よりも薄く形成さ
れている。
【００３０】
　このような構成によれば、掌部２０等、手甲部１０以外の部分については、十分な厚み
をもつ人工皮革を用いることにより、使用に耐え得る十分な強度と保形性を確保でき、し
かも、手甲部１０には薄手の人工皮革を用いて伸びやすくすることにより、グリップの際
の拘束感が少なく、フィット感に優れた手袋を構成することができる。しかも、各部１０
，２０，…は全て同質素材の人工皮革で構成されているので、手表面に与える触感に差は
なく、当該触感の違いによる違和感は生じない。
【００３１】
　ここで、上記人工皮革の具体的な材質、性状、及びその製造方法は特に限定されないが
、その好適な例を以下に記す。
【００３２】
　当該人工皮革は、繊維からなる絡合不織布と、これに含浸される高分子弾性体（弾性重
合体）とで構成されるが、その繊維の太さは、しなやかさ及びフィット感を考慮すると、
０．５ｄｒ以下、さらには０．１ｄｒとするのが、より好ましい。０．５ｄｒを超える場
合には、立毛表面の表面積が少なくなり、グリップが滑りやすくなる上に風合いが固くな
るため、あまり好ましくない。
【００３３】
　このような極細繊維を製造する方法としては、溶解性又は分解性の異なる２種以上のポ
リマーを混合紡糸、海島型複合紡糸、または分割型複合紡糸し、これにより得られた極細
繊維発生型繊維の一部を抽出又は分解除去して極細繊維とする公知の方法が適用できる。
【００３４】
　ここに用いる極細繊維を構成する樹脂としては、ポリエチレンテレフタレート、ポリブ
チレンテレフタレート等の芳香族環を含むポリエステル類、ナイロン－６、ナイロン－６
６等のポリアミド類、ポリエチレン、ポリプロピレン等のポリオレフィン類等の公知の樹
脂から選ばれた重合体であればよく、特に限定されるものではない。
【００３５】
　また繊維から抽出又は分解除去される上記極細繊維構成樹脂としては、上記極細繊維構
成樹脂とは溶解性を異にする溶解又は分解成分であって、例えばポリエチレン、ポリプロ
ピレン、エチレンプロピレン共重合体、エチレン酢ビ共重合体、ポリスチレン、スチレン
アクリル共重合体、スチレンエチレン共重合体、ポリエステル共重合体等のポリマーから
選ばれた少なくとも一種のポリマーが挙げられる。
【００３６】
　この極細繊維発生型繊維をカードで解繊し、ウェーバーを通してランダムウェブ又はク
ロスラップウェブを形成し、得られた繊維ウェブを所望の重さ及び厚さに積層する。繊維
ウェブは、従来の公知の方法でニードルパンチ等の繊維の絡合処理を施して繊維不織布と
する。
【００３７】
　一方、上記の繊維絡合不織布に含浸、凝固させる高分子弾性体としては、ポリエステル
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系ポリウレタン、ポリエーテル系ポリウレタン、ポリエステルエーテル系ポリウレタン、
ポリラクトン系ポリウレタン、ポリカーボネート系ポリウレタン等のポリウレタン類、ア
クリル酸エステル系共重合弾性体類、ポリイソプレン、ポリブタジエンなどの共役ジエン
重合体あるいは共役ジエン重合体ブロックを分子中に有するポリマー類、スチレン－ブタ
ジエン共重合体、アクリロニトリル－ブタジエン共重合体、酢酸ビニル重合体または共重
合体等のポリマー等の公知の弾性重合体が挙げられる。高分子弾性体の付与量としては、
極細繊維化後の絡合不織布に対して５～７０重量％が好ましい。
【００３８】
　また、このような高分子弾性体液を上記繊維絡合不織布に含浸させた後、凝固させる方
法としては、湿式凝固法であっても乾式凝固法であってもよいが、風合いや柔軟性の面で
は湿式凝固方法が望ましい。当該凝固後、弾性重合体及び極細発生型繊維の一部（例えば
島成分）には、非溶剤又は非分解剤であり、かつ、極細繊維発生型繊維の海成分の溶剤ま
たは分解剤である薬液によって上記凝固後の繊維基体を処理することにより、極細繊維発
生型繊維を極細繊維束に変成し、その結果、極細繊維絡合不織布と弾性重合体からなる繊
維質基体とする。この極細繊維化は高分子弾性体の付与前に行っても良い。
【００３９】
　次に、上記繊維質基体の少なくとも一面に、サンドペーパーによるバッフィング等によ
って極細繊維を主体とした繊維立毛面を形成するが、その際、手甲部１０の研磨量をそれ
以外の部分（特に掌部２０）の研磨量よりも多くすることにより、手甲部１０のみを局部
的に薄くすることができる。その後、染色し、さらに、揉み、柔軟化処理、ブラッシング
などの仕上げ処理を行うことにより、上記手袋の素材に適した人工皮革を得ることが可能
である。
【００４０】
　また、上記バッフィングの際に厚みを変える他、染色後の揉み処理や柔軟化処理の際に
も、同質の人工皮革でありながらその伸び特性を変えることが可能である。具体的には、
次のような方法が挙げられる。
【００４１】
　 　染色後の揉み処理において、手甲部１０に用いる素材の揉みほぐし度合いを掌部
２０に用いる素材よりも高める。
【００４２】
　 　手甲部１０のみ、柔軟剤を添加した人工皮革で構成し、もしくは、手甲部１０に
おける柔軟性の添加量を掌部２０における柔軟剤の添加量よりも多くする。この柔軟剤と
しては、シリコン系オイルやエステル系オイル等、通常の潤滑剤がそのまま適用可能であ
る。
【００４３】
　その他、本発明は例として次のような形態をとることも可能である。
【００４４】
　 (1) 前記実施形態では、各指部も含む手甲部１０全体を伸長部（すなわち掌部２０より
も伸び率の高い部分）としているが、手甲部１０の一部、例えば各指部以外の本体部のみ
を伸長部としても、従来の手袋に比べてフィット感を高めることが可能である。
【００４５】
　 (2) 前記実施形態では、手甲部１０と掌部２０とを別部材としているが、両部１０，２
０を前記図５に示した手袋と同様に単一部材として形成し、このうち手甲部１０全体もし
くはその一部のみ局所的に薄くする（すなわち局所的に研磨量を増やす）ようにしても、
本発明にかかる手袋を製造することが可能である。
【００４６】
　ただし、前記実施形態のように手甲部１０と掌部２０とを別部材とすれば、それぞれの
成形が容易となる。しかも、図１及び図２に示されるように、両部１０，２０の内側縁部
同士の境界線を親指部３０を通る線に設定する（すなわち先端側縁部１６，２６と後端側
縁部１７，２７との間に親指用切欠１５，２５を介在させる）ことにより、例えば図５の
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破線Ｌに示すように、親指部を通らない線を境界線とする場合に比べ、親指用切欠１５，
２５の分だけ縫合領域を短縮でき、その縫合部位が手に接触することによる違和感を効果
的に低減できる。さらに、同実施形態のように、上記境界線の先端側位置を掌側の人指し
指と中指との境界位置に設定し、手甲側の人差し指部１１Ａと掌側の人差し指部１１Ｂと
の双方を手甲部１０に含有させて、人指し指部を上記境界線が通らないようにすれば、縫
合部位をさらに短縮できるとともに、当該縫合部位がアドレスの際に視野に入るのを防ぐ
ことができ、より使い勝手の良いものとすることが可能となる。
【００４７】
　 (3) 本発明では、手甲部における伸長部の伸び率が掌部２０の伸び率よりも高ければ良
く、それ以外の部分（例えば親指部３０や各接ぎ）の伸び率は適宜設定すればよい。
【００４８】
【実施例】
　１）実施例
　海成分としてポリエチレン５０重量部、島成分として６－ナイロン５０重量部を同一溶
融系で溶融紡糸し、単繊維繊度１０デニールの複合繊維を製造した。この複合繊維を３．
０倍に延伸し、捲縮を付与した後、繊維長５１ｍｍに切断し、カードで解繊し、クロスラ
ッパーウェバーでウェブとし、ニードルパンチによって３次元に絡合した不織布とした。
この不織布にポリエーテル系ポリウレタンを主体とするポリウレタン組成物１４重量部と
ジメチルホルムアミド８６重量部よりなる溶液を含浸し、凝固、水洗した後、複合繊維中
のポリエチレンを抽出除去して、６－ナイロン極細繊維束状繊維とポリウレタンとからな
る厚さ１．３ｍｍの繊維質基体を得た。次いで、これを厚さ方向に２分割した後、分割面
をバッフィングして厚さ０．５２ｍｍとし、反対側面をサンドペーパーで起毛し、立毛シ
ートとした。この立毛シートを酸性染料を用いて紺色に染色し、機械揉み及び整毛をする
ことにより、厚さ０．５５ｍｍ、横方向の２０％伸長時強力が０．６６ｋｇ／２５ｍｍの
スエード調人工皮革を製造した。これを「人工皮革Ａ」とする。
【００４９】
　一方、前記繊維質基体の厚さ方向の２分割後、分割面をバッフィングして厚さ０．３７
ｍｍとし、これを上記と同様に染色して薄手のスエード調人工皮革を製造した。これを「
人工皮革Ｂ」とする。
【００５０】
　そして、前記図１に示した掌部２０に人工皮革Ａを用い、手甲部１０に人工皮革Ｂを用
いて縫合を行ったところ、十分な耐久性及び保形性を有し、しかもフィット感に優れた手
袋が得られるのを確認できた。
【００５１】
　２）比較例
　前記人工皮革Ａを手甲部１０及び掌部２０の双方に用いて手袋を製造したところ、耐久
性及び保形性は十分であるが、手甲部１０の柔軟性が低くて良好なフィット感が得られな
いことが確認された。
【００５２】
　３）比較例
　前記人工皮革Ｂを手甲部１０及び掌部２０の双方に用いて手袋を製造したところ、手甲
部１０の柔軟性は高いが、耐久性が低く、また型くずれし易くなることが確認できた。
【００５３】
【発明の効果】
　以上のように本発明は、

人工皮革からなるゴルフ用手袋において、手の甲側を覆う手甲部と、掌側を覆う掌部
とを

同質の素材で構成
、手甲部の少なくとも一部を掌部よりも伸び率の高い伸長部としたものであるので

、素材の相違による違和感を生じさせることなく、十分な耐久性及び保形性を確保しなが
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繊維からなる基材に弾性重合体を含浸させることにより形成さ
れた

有し、これら手甲部と掌部とを、上記人工皮革を構成する繊維の種類及び上記弾性重
合体の種類が互いに等しく、かつ、繊維径が実質上互いに等しい すると
ともに



ら、グリップの際の拘束感を減らして高いフィット感を得ることができる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施の形態にかかるゴルフ用手袋の斜視図である。
【図２】　上記手袋の手甲部及び掌部を示す展開図である。
【図３】　上記手袋の親指部の展開図である。
【図４】　（ａ）～（ｃ）は上記手袋の各接ぎを示す展開図である。
【図５】　従来のゴルフ用手袋の展開図である。
【符号の説明】
　１０　手甲部
　２０　掌部 10

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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